
※紙面中、電話番号に市外局番の記載がない場合、
市外局番は「0558」です。

　

昨
年
11
月
ま
で
に
通
報
の
あ
っ

た
「
声
か
け
事
案
な
ど
の
不
審
者

情
報
」
は
県
内
で
１
，
３
６
５
件
、

下
田
警
察
署
管
内
で
は
８
件
で
し
た
。

　

不
審
者
に
よ
る
声
か
け
は
、
小

学
生
の
女
の
子
が
１
人
で
下
校
す

る
際
に
多
く
発
生
し
て
い
ま
す
。

　

子
ど
も
の
い
る
ご
家
庭
は
、
防

犯
ブ
ザ
ー
の
電
池
を
確
認
し
た
り
、

い
ざ
と
い
う
と
き
に
逃
げ
込
め
る

「
こ
ど
も
を
ま
も
る
家
」
の
場
所
を

確
認
し
て
お
く
な
ど
、
ま
ず
自
ら

の
防
犯
対
策
を
お
願
い
し
ま
す
。

地
域
の
皆
さ
ま
へ

　

下
校
時
間
帯
に
玄
関
先
や
庭
先

に
出
た
り
、
外
出
の
用
事
を
下
校

時
間
帯
に
合
わ
せ
る
な
ど
、
子
ど

も
た
ち
の
見
守
り
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ
先

下
田
警
察
署
管
内
防
犯
協
会

　
　
　
　
　
　
　

☎
㉗
２
７
６
６

　

１
１
０
番
は
、
事
件
事
故
な
ど

の
緊
急
時
の
た
め
の
も
の
で
す
。

　

緊
急
性
の
な
い
、
相
談
や
照
会

な
ど
は
、
警
察
署
若
し
く
は
交
番

等
ま
た
は
☎
「
♯
９
１
１
０
」
に

お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先　

下
田
警
察
署

　
　
　
　
　
　
　

☎
㉗
０
１
１
０

静
浜
基
地
（
焼
津
市
）

３
月
６
日
（
火
）（
男
女
）

問
合
せ
先

自
衛
隊
静
岡
地
方
協
力
本
部

伊
東
地
域
事
務
所

☎
０
５
５
７‐
３
７‐

９
６
３
２

　

司
法
書
士
、
不
動
産
鑑
定
士
、

弁
理
士
、
社
会
保
険
労
務
士
、
土

地
家
屋
調
査
士
、
弁
護
士
、
公
認

会
計
士
、
税
理
士
が
皆
さ
ま
の
ご

相
談
に
の
り
ま
す
（
予
約
不
要
）。

日
時　

２
月
３
日（
土
）10
時
～
15
時

場
所　

プ
ラ
サ
ヴ
ェ
ル
デ
４
階
会

議
室
（
沼
津
市
大
手
町
１-

１-

４
）

問
合
せ
先

静
岡
県
司
法
書
士
会

０
５
４‐

２
８
９‐

３
７
０
０

　

協
会
役
員
７
名
（
土
地
家
屋
調

査
士
や
建
築
士
等
資
格
保
有
者
）

や
弁
護
士
・
司
法
書
士
・
税
理
士

等
が
相
談
を
お
聞
き
し
ま
す
。

日
時　

２
月
７
日
（
水
）
13
時
30

分
～
15
時
30
分
（
予
約
不
要
）

場
所　

プ
ラ
サ
ヴ
ェ
ル
デ
４
０
２

会
議
室(

沼
津
市
大
手
町
１‐

１‐

４)

問
合
せ
先

公
益
社
団
法
人
全
日
本
不
動
産
協

会
静
岡
県
本
部

☎
０
５
４‐

２
８
５‐

１
２
０
８

　

伊
豆
農
業
研
究
セ
ン
タ
ー
で
は
、

日
ご
ろ
の
試
験
研
究
成
果
を
広
く

県
民
の
方
に
知
ら
せ
る
た
め
、
施

設
の
一
部
を
一
般
に
開
放
し
、
カ

ン
キ
ツ
類
の
試
食
会
、
各
種
研
究

成
果
の
展
示
、
農
産
物
の
販
売
な

ど
を
実
施
し
ま
す
。

日
時　

２
月
３
日
（
土
）

　
　
　

９
時
30
分
～
16
時

場
所　

伊
豆
農
業
研
究
セ
ン
タ
ー

　
　
　

東
伊
豆
町
稲
取
３
０
１
２

問
合
せ
先

伊
豆
農
業
研
究
セ
ン
タ
ー

０
５
５
７‐

９
５‐

２
３
４
１

　

４
月
採
用
と
な
る
自
衛
官
候
補

生
（
任
期
制
）
試
験
に
つ
い
て
、

次
の
と
お
り
説
明
会
・
相
談
会
を

実
施
し
ま
す
（
事
前
申
込
不
要
）。

日
時　

１
月
31
日（
水
）

　
　
　

９
時
～
12
時
30
分

場
所　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
下
田
（
下

田
公
共
職
業
安
定
所
）

対
象
者　

18
歳
か
ら
27
歳
未
満
の

男
女
と
そ
の
保
護
者
等

試
験
日
・
場
所

駒
門
駐
屯
地
（
御
殿
場
市
）

２
月
18
日
（
日
）（
男
子
の
み
）

※

法
務
局
で
滅
失
登
記
や
所
有
権

　

を
移
転
し
た
場
合
、
連
絡
は
不

　

要
で
す
。

問
合
せ
先　

税
務
課
資
産
税
係

　
　
　

（
窓
口
⑧
）☎
㉒
２
２
１
８

　

会
社
や
個
人
で
工
場
や
商
店
を

経
営
し
て
い
る
方
や
不
動
産
貸
付

業
等
を
行
っ
て
い
る
方
で
、
平
成

30
年
１
月
１
日
現
在
、
事
業
用
の

構
築
物
・
機
械
・
備
品
等
の
償
却

資
産
を
市
内
に
所
有
し
て
い
る
方

は
、
１
月
31
日
（
水
）
ま
で
に
資

産
税
係
へ
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

※

平
成
28
年
度
の
申
告
か
ら
マ
イ

　

ナ
ン
バ
ー
の
記
載
が
必
要
と
な

　

り
ま
し
た
。

※

平
成
30
年
度
は
３
年
に
１
回
の

　

評
価
替
え
の
年
に
当
た
る
た
め
、

　

全
事
業
者
の
方
へ
と
、申
告
書
・

　

明
細
書
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

問
合
せ
先　

税
務
課
資
産
税
係

　
　
　
　

（
窓
口
⑧
）㉒
２
２
１
８

　

確
定
申
告
に
必
要
な
「
平
成
29

年
中
納
付
額
の
お
知
ら
せ
」
を
、

１
月
下
旬
に
発
送
し
ま
す
。

地
域
で
こ
ど
も
を
見
守
ろ
う
！

無
料
合
同
相
談
会

不
動
産
に
関
す
る
無
料
相
談
会

社
会
保
険
料
控
除
額
の

　
　
　
　
　
　

お
知
ら
せ

償
却
資
産
の
申
告
を

　
　
　
　
　

お
忘
れ
な
く

公
的
年
金
源
泉
徴
収
票
が

　
　
　
　

送
付
さ
れ
ま
す

自
衛
官
候
補
生
試
験

説
明
会
・
相
談
会

１
月
10
日
は

１
１
０
番
の
日
で
す

伊
豆
農
業
研
究

セ
ン
タ
ー
公
開
デ
ー

　

こ
の
お
知
ら
せ
に
は
、
社
会
保

険
料
控
除
に
必
要
な
平
成
29
年
中

の
国
民
健
康
保
険
税
、
介
護
保
険

料
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の

納
付
額
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

確
定
申
告
を
さ
れ
る
方
は
、
こ

の
お
知
ら
せ
を
申
告
の
資
料
と
一

緒
に
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先　

税
務
課
収
納
係

　
　
　
　

（
窓
口
⑦
）㉒
２
２
１
８

　

公
的
年
金
の
う
ち
、
老
齢
・
退

職
を
支
給
事
由
と
す
る
年
金
は
、

税
法
上
雑
所
得
と
し
て
所
得
税
の

課
税
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

そ
の
た
め
、
老
齢
年
金
を
受
給

し
て
い
る
人
に
は
１
月
下
旬
に
源

泉
徴
収
票
が
届
き
ま
す
。

　

こ
の
源
泉
徴
収
票
は
平
成
29
年

１
月
か
ら
12
月
ま
で
に
支
払
わ
れ

た
年
金
額
や
源
泉
徴
収
額
を
証
明

す
る
書
類
と
し
て
確
定
申
告
を
す

る
と
き
に
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

源
泉
徴
収
票
が
２
月
に
な
っ
て

も
届
か
な
い
、
又
は
紛
失
し
て
し

ま
っ
た
場
合
に
は
再
発
行
で
き
ま

す
の
で
、
年
金
事
務
所
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先　

三
島
年
金
事
務
所

　

０
５
５‐

９
７
３‐

１
７
２
８
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学
校
給
食
１
，
７
０
０
食
分
、

保
育
所
・
幼
稚
園
・
認
定
こ
ど
も

園
給
食
５
０
０
食
分
程
度
の
給
食

物
資
を
納
入
で
き
る
方

○
市
内
に
居
住
し
、
市
内
で
３
年

　

以
上
営
業
し
て
い
る
方

○
市
内
の
同
一
業
種
で
組
織
す
る

　

業
種
組
合

申
込
方
法

　

所
定
の
申
請
用
紙
（
教
育
委
員

会
に
あ
り
ま
す
）
に
必
要
事
項
を

記
入
の
上
、
市
税
完
納
証
明
書
、

食
品
衛
生
監
視
票(

点
数
票)

の
写

し
を
添
え
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

納
入
物
資
の
品
目

　

肉
類
、
魚
類
、
野
菜
類
、
調
味

料
他

※

現
在
登
録
さ
れ
て
い
る
方
に
は

　

書
類
を
送
付
し
ま
す
。

物
資
納
入
期
間

４
月
１
日
～
平
成
31
年
３
月
31
日

受
付
期
間

１
月
10
日（
水
）～
１
月
22
日（
月
）

申
込
・
問
合
せ
先

教
育
委
員
会
学
校
教
育
課

　
　
　
　
　
　
　

☎
㉓
３
９
２
９

　

広
報
し
も
だ
（
お
知
ら
せ
版
）

平
成
29
年
11
月
号
で
お
知
ら
せ
し

た
標
記
助
成
に
つ
い
て
、
全
国
的

な
ワ
ク
チ
ン
不
足
に
よ
り
助
成
期

間
が
延
長
と
な
り
ま
し
た
の
で
お

知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

　

詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

変
更
後　

平
成
30
年
１
月
31
日

（
水
）
ま
で

変
更
前　

平
成
29
年
12
月
28
日

（
木
）
ま
で

問
合
せ
先

市
民
保
健
課
健
康
づ
く
り
係

　
　
　

（
窓
口
⑤
）☎
㉒
２
２
１
７

　

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
は

１
月
１
日
現
在
の
所
有
者
に
課
税

さ
れ
ま
す
。

　

建
物
を
取
り
壊
し
た
り
、
新
築

・
増
築
を
す
る
と
、
そ
の
翌
年
度

か
ら
税
額
が
変
わ
り
ま
す
。

　

平
成
29
年
中
に
建
物
の
取
り
壊

し
や
、
未
登
記
建
物
の
名
義
変
更

を
し
た
場
合
は
１
月
31
日
（
水
）

ま
で
に
資
産
税
係
へ
届
出
を
し
て

く
だ
さ
い
。

※紙面中、電話番号に市外局番の記載がない場合、市外局番は「0558」です。

　

平
成
30
年
４
月
１
日
か
ら
勤
務

可
能
な
保
育
教
諭
・
保
育
士
の
臨

時
職
員
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　

市
内
の
公
立
保
育
所
・
認
定
こ

ど
も
園
で
、
保
育
業
務
を
行
っ
て

も
ら
い
ま
す
。

募
集
人
員　

６
名
程
度

要
件　

性
別
不
問
。
保
育
士
資
格

及
び
幼
稚
園
教
諭
免
許
の
両
方
を

有
す
る
方
、
又
は
保
育
士
資
格
を

有
し
て
い
る
方

問
合
せ
先

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
下
田

　
　
　
　
　
　
　

☎
㉒
０
２
８
８

学
校
教
育
課
こ
ど
も
育
成
係

　
　
　
　
　
　
　

☎
㉓
３
９
２
９

応
募
資
格

○
経
営
規
模
、
衛
生
状
況
、
信
用

　

状
況
、
供
給
能
力
な
ど
に
よ
り

市県民税　　　　　４期

国民健康保険税　　９期

介護保険料 ( 普徴 )  ７期

後期高齢者保険料 ( 普徴 )

　　　　　　　　　６期

※納期内に納めましょう

※納税は便利な口座振替で

１月の納税
【納期は１月 31 日（水）】

保
育
士
・
保
育
教
諭
を

　
　
　
　
　
　

募
集
し
ま
す

平
成
30
年
度

　
　

給
食
用
物
資

　
　
　
　

納
入
業
者
募
集

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

予
防
ワ
ク
チ
ン
助
成
期
間

　
　
　
　

延
長
に
つ
い
て

建
物
を
取
り
壊
し
た
場
合
は

　
　
　
　
　
　
　
　

届
出
を

自衛官募集中 !
問合せ先　自衛隊静岡地方協力本部
伊東地域事務所　☎０５５７－３７－９６３２

備
え
付
け
の
申
込
用
紙
（
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

可
）
に
必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※

参
加
無
料
。
当
日
申
込
不
可
。

申
込
締
切　

１
月
31
日（
水
）ま
で

参
加
特
典　

参
加
者
全
員
に
、
鮭

が
い
っ
ぱ
い
入
っ
た
石
狩
鍋
を
用

意
し
て
い
ま
す
。
参
加
の
際
に
は

マ
イ
箸
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

申
込
・
問
合
せ
先

「
北
方
領
土
の
日
」
記
念
下
田
の

集
い
実
行
委
員
会
（
統
合
政
策
課
内
）

　
　
　
　
　
　
　

☎
㉒
２
２
１
２

日
時　

２
月
７
日(

水)

　
　
　

10
時
ス
タ
ー
ト

コ
ー
ス　

長
楽
寺
～

　

玉
泉
寺
（
往
復
）

　

約
５
・
１
㎞

競
技
区
分

一
般
の
部
（
高
校
生
以
上
の
男
女
）

中
学
生
の
部
（
中
学
生
の
男
女
）

参
加
資
格

　

身
体
強
健
な
中
学
生
以
上
の
方

表
彰　

各
部
門
の
入
賞
者
に
は
、

賞
状
な
ど
の
他
、
北
海
道
根
室
産

の
鮭
が
贈
ら
れ
ま
す
。

申
込
方
法　

統
合
政
策
課
窓
口
に

日
露
通
好
条
約
調
印
の
地
「
下
田
」
を
走
ろ
う

「
北
方
領
土
の
日
」
記
念
史
跡
め
ぐ
り
マ
ラ
ソ
ン
大
会

下田市役所

玉泉寺

下田郵便局

長楽寺

スタート・ゴール地点

みなと橋

道の駅開国下田みなと
玉泉寺前

折り返し地点

伊豆急
下田駅

下田港

414414

136136
135135

交通規制にご協力を！

第38回「北方領土の日」

記念史跡めぐりマラソン大会コース図

　10 時のスタートから約１時間、コース周辺では交通規制が行

われます。皆さまのご協力をお願いします。

・みなと橋は、一時通行できなくなります。 

・道の駅開国下田みなとと伊豆漁業協同組合下田市魚市場の間、

　山側１車線は走者専用となります。一般車は通行できません。 

・国道 135 号のまどが浜海遊公園入口から柿崎三叉路までの海側

　１車線は走者専用となり、一般車の通行はできなくなります。 

・柿崎三叉路から玉泉寺入口までの間は、一時通行できなくなる

　場合があります。
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